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第３４回伊勢原市農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和２年１２月２４日（木） 午前９時１５分～

２ 開催場所 伊勢原市役所２階 ２Ｃ会議室

３ 委員在任定数 １０名

１ 大木 克美 ６ 廣木 孝幸

２ 越地 進 ７ 木村 勇

３ 杉本 和彦 ８ 萩原 隆雄

４ 横山 正博 ９ 鈴木 雅之

５ 岸田 文雄 １０ 黒田 義夫

４ 出席委員数 １０名

５ 欠席委員数 ０名

６ 署名委員 越地 進

杉本 和彦

７ 議 長 黒田 義夫

８ 事務局等職員出席者

伊藤 陽一（事務局長）

青木 優

松本 拓也

岸 好夫

９ 傍聴者 ０名

10 審 議 内 容 (開会 午前９時１５分)

［事務局長］ 只今より第３４回伊勢原市農業委員会総会を開催いたします。

本会議は、「伊勢原市審議会等の公開に関する要綱」の規定で公開することになってお

りますが、本日、傍聴を希望されている方はございません。在任定数１０名、全委員出席

でございます。定足数に達しておりますので、第３４回伊勢原市農業委員会総会を開催い

たします。議長、宜しくお願いします。

［議 長］ それでは、只今から、第３４回伊勢原市農業委員会総会を開催いたします。本日の議事

録署名委員は、２番・越地 進委員と３番・杉本 和彦委員の両名にお願いをいたします。

それでは、議事に入ります。本日の審議事項は、報告５件、議案６件の計１１件となっ

ております。まず、報告より入ります。

［議 長］ 報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 農地法で義務づけられている相続等による農地の所有権取得の届出が３件ありました。

この届け出は、相続等によって農地の権利を取得したときに届け出が必要となります。

はじめに、報告第１号の１です。相続日は、令和２年１月２９日、市内下糟屋にお住ま
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いの方が、下糟屋字前田の農地３筆、同字下中澤の農地４筆、同字塚越の農地１筆、合計

８筆、面積２,８８１平方メートルを相続により所有権を取得しました。権利を取得した

農地の第三者への斡旋の希望はありません。届出日は、令和２年１１月１６日です。

次に報告第１号の２です。相続日は、令和元年１２月１３日、市内白根にお住まいの方

が、白根字初川の農地３筆、面積１,４８５平方メートルを相続により所有権を取得しま

した。権利を取得した農地の第三者への斡旋の希望はありません。届出日は、令和２年

１２月１日です。

次に報告第１号の３です。相続日は、令和元年１２月１３日、市内白根にお住まいの方

が、白根字登り道の農地１筆、同字高林の農地１筆、合計２筆面積１,４８１平方メート

ルを相続により所有権を取得しました。権利を取得した農地の第３者への斡旋の希望はあ

りません。届出日は、令和２年１２月１日です。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。相続により、所有権を取得した旨の届出が３件あったと

いうことですが、何かご質問がございましたらお願いいたします。

【 質問なし 】

［議 長］ 無いようですので、次に移ります。

［議 長］ 報告第２号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 市街化区域内にある農地について、農地以外のものにするときは、農地法第４条第１項

第８号の規定に基づく届出を農業委員会に行うこととされています。

お手元資料にあります３件の届出、４筆、２，０３８平方メートルについて、報告させ

ていただきます。

まず、報告第２号の１の伊勢原地区内、板戸字殿村の２筆、１，３４７平方メートルの

土地に係る届出について御説明いたします。届出のありましたこれら土地は、現況が駐車

場となっており、届出関係書類に拠りますと、昭和６１年頃に建材業者の駐車場として転

用されたとのことです。当方で国土地理院が保有する情報を参照したところ、昭和６３年

時点では農地として活用されていたと思われるものの、平成５年時点においては、既に農

地以外のものとされているであろうことが伺えます。転用時期の認識誤りがある可能性は

ありますが、事実関係に大きな疑いがなく、また、駐車場として転用することについては、

農地法上の支障がないと考えられること、市街化すべき土地に位置するものであることか

ら、追認するものとし、届出を受理しました。

次に、報告第２号の２、比々多地区内、白根字登り道の１筆、５２２平方メートルの土

地に係る届出について御説明いたします。届出のありました土地は、現況が宅地の一部と

なっており、届出関係書類に拠りますと、昭和３９年頃から住宅敷地の一部として活用し

ているとのことです。当方で国土地理院が保有する情報を参照したところ、昭和３９年時

点で既に周辺地一帯でまとまった集落が形成されていたことから、一団として利活用され

るべき位置にある農地ではないと考えられます。事実関係に大きな疑いがなく、宅地とし

て転用することについては農地法上の支障がないと考えられること、また、市街化すべき

土地に位置するものであることから、追認するものとし、届出を受理しました。
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次に、報告第２号の３、成瀬地区内、高森字吉際の１筆、１６９平方メートルの土地に

係る届出について御説明いたします。届出のありました土地は、現況が宅地となっており、

届出関係書類に拠りますと、平成３１年に宅地造成工事を着工し、令和元年に完了したと

されています。現況を見ても、事実関係に大きな疑いがなく、また、宅地として転用する

ことについては農地法上の支障がないと考えられること、市街化すべき土地に位置するも

のであることから、追認するものとし、届出を受理しました。なお、本件については、届

出を行うよう指導し、履行されたものです。

また、これら３件の届出については、不動産登記法第３７条の規定に基づき、地目の変

更の登記申請を適切に行うよう、指導・助言しています。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。市街化区域内の農地転用の届出が３件あったということ

ですが、何かご質問がございましたらお願いいたします。

【 質問なし 】

［議 長］ 無いようですので、次に移ります。

［議 長］ 報告第３号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 市街化区域内にある農地について、土地の権利移動を伴って農地以外のものにするとき

は、農地法第５条第１項第７号の規定に基づく届出を農業委員会に行うこととされていま

す。お手元資料にあります２件の届出、合計１５筆、５，３０３．９平方メートルについ

て、報告させていただきます。

まず、報告第３号の１、比々多地区内、白根字高林の１筆、９５９平方メートルの土地

に係る届出について御説明いたします。本件届出は、届出対象の農地と、その南側に隣接

する駐車場を一体的に開発し、専用住宅１２区画の宅地造成を行うもので、この事業計画

については、令和２年１１月に都市計画法第２９条第１項の規定による許可決定がなされ

ました。この都市計画法の許可により、本件事業の実現性が担保されるものと判断できる

ことから、届出を受理しました。

次に、報告第３号の２、成瀬地区内、下糟屋字又口の１４筆、４，３４４．９平方メー

トルの土地に係る届出について御説明いたします。本件届出対象地は、伊勢原市東部第二

土地区画整理事業施工地内にあり、倉庫及び配送センターの建築が計画されているもので

す。本土地区画整理事業の着工に当たっては、適正に転用の届出を行っていただいている

ものの、所有権移転に係る登記申請を行おうとすると、登記所から農地法第５条に基づく

届出の受理通知が求められることから、実態を踏まえた現実的な処理として、受理するこ

ととしたものです。なお、申し上げた本件土地の情報は、従前地のものであり、仮換地に

関する情報については、お手元資料のとおりです。また、これら２件の届出については、

不動産登記法第３７条の規定に基づき、地目の変更の登記申請を適切に行うよう、指導・

助言しています。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。市街化区域内で所有権移転を伴う農地転用の届出が２件

あったということですが、何かご質問がございましたらお願いいたします。

【 質問なし 】

［議 長］ 無いようですので、次に移ります。
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［議 長］ 報告第４号、引き続き農業経営を行っている旨の証明についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ この証明は、相続税納税猶予期間の３年ごとの証明です。比々多地区で１件、成瀬地区

で１件、大田地区で１件の申請がありました。

報告第４号の１、申請人は串橋にお住まいの方で、被相続人のお子さんです。申請日は、

令和２年１２月２日、対象農地の明細は、７ページから８ページです。串橋字西町に１筆、

同字清水に３筆、同字古屋敷に５筆、同字佃に３筆、坪ノ内字元谷戸岡に２筆、合計面積

は９，９８０平方メートルです。１２月８日に事務局で現地調査を行い、対象農地は梨と

水稲の稲刈り跡、普通野菜の収穫跡を確認しています。１２月１０付け専決処分で証明書

を発行しました。

次に報告第４号の２、申請人は下落合にお住まいの方で、被相続人のお子さんです。申

請日は、令和２年１１月２７日、対象農地の明細は、９ページです。下落合字竹通に４筆、

合計面積は７２３平方メートルです。１２月１日に事務局で現地調査を行い、対象農地は

白菜・ネギ・キャベツなどが作付けされ、良好に管理されていることを確認し、１２月２

日付け専決処分で証明書を発行しました。

次に報告第４号の３、申請人は市内下平間にお住まいの方で、被相続人のお子さんで

す。申請日は、令和２年１２月２日、対象農地の明細は、１０ページから１１ページです。

上平間字木之下に１筆、同字十五町に２筆、同字堤前に１筆、下平間字中に４筆、同字向

入に２筆、同字丸山に１筆、同字東下に３筆、同字谷原下に１筆、合計１５筆、面積は、

１０,１０３平方メートルです。１２月７日に事務局で現地調査を行い、対象農地は白菜、

里芋、法蓮草など露地野菜が作付けされ、良好に管理されていることを確認し、１２月７

日付け専決処分で証明書を発行しました。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。引き続き農業経営を行っている旨の証明願いが３件あっ

たということでございます。何かご質問がございましたらお願いいたします。

【 質問なし 】

［議 長］ 無いようですので、次に移ります。

［議 長］ 報告第５号、農地法第１８条第６項の規定による届出についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 賃貸借が行われている農地について、貸し手・借り手の合意で解約をする場合には、農

地法第１８条第６項の規定に基づく合意解約の通知を農業委員会に行うこととされていま

す。お手元資料にあります３件、７筆、４，７３１平方メートルに係る通知について、報

告させていただきます。

まず、報告第５号の１、高部屋地区内、上粕屋字辻の１筆、９６５平方メートルの土地

に係る通知について御説明いたします。本件通知は、賃借人から「他の農地の耕作に手一

杯な状態であり、本件通知対象地まで管理が行き届かない」との申出があったことから、

合意解約に至ったものです。
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次に、報告第５号の２、大田地区内、下谷字廣町の１筆、９９１平方メートルの土地に

係る通知について御説明いたします。本件通知は、本件通知対象地の売買を行うため、合

意解約に至ったものです。

次に、報告第５号の３、大田地区内、沼目七丁目の５筆、２，７７５平方メートルの土

地に係る通知について御説明いたします。本件通知は、本件通知対象地の売買を行うため

合意解約に至ったものです。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。この件について、何かご質問がございましたらお願いい

たします。

【 質問なし 】

［議 長］ 無いようですので、議案に入ります。

［議 長］ 議案第１号、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認についてを議題とい

たします。事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ この確認は、相続税の納税猶予の２０年経過の出口調査で、税務署の依頼により農業委

員会が調査し、税務署に提出するものです。今回、平塚税務署から伊勢原地区で２件、比

々多地区で３件、大田地区で１件の依頼がありました。

議案第１号の１、整理簿番号Ｈ１２Ａ０４１、特例農地明細は議案書の１５ページです。

対象者は平塚市にお住まいの方で、岡崎字谷田の農地１筆、面積３７８．５０平方メート

ルを特例農地としております。１１月４日に事務局と地区農業委員合同で現地調査を行い、

水稲が作付けされ、適正に耕耘管理がされていることを確認しております。

次に、議案第１号の２、整理簿番号Ｈ１２Ａ０４９、特例農地明細は議案書の１６ペー

ジです。対象者は市内池端にお住まいの方で、池端字久保の農地５筆、合計面積

３，３５７平方メートルを特例農地としております。１１月４日に事務局と地区農業委員

合同で現地調査を行い、水田では水稲が作付けされ、畑には普通野菜が栽培され、適正に

耕耘管理がされていることを確認しております。なお、一部に農業用倉庫が建築されてい

ますが、出口調査時では法的な問題はございません。

次に、議案第１号の３、整理簿番号Ｈ１２Ａ０３０、特例農地明細は議案書の１７ペー

ジです。対象者は市内坪ノ内にお住まいの方で、坪ノ内字元谷戸岡の農地３筆、合計面積

１，２３０平方メートルを特例農地としております。１１月４日に事務局と地区農業委員

合同で現地調査を行い、みかんが作付けされ、適正に耕耘管理がされていることを確認し

ております。

次に、議案第１号の４、整理簿番号Ｈ１２Ａ０３１、特例農地明細は議案書の１８ペー

ジです。対象者は市内坪ノ内にお住まいの方で、坪ノ内字元谷戸岡の農地４筆、合計面積

１，５５３平方メートルを特例農地としております。１１月４日に事務局と地区農業委員

合同で現地調査を行い、畑には里芋・ネギが作付けされ、適正に耕耘管理がされているこ

とを確認しております。
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［事 務 局］ 次に、議案第１号の５、整理簿番号Ｈ１２Ａ０２８と同０２７、特例農地明細は議案書

の１９ページから２４ページです。対象者は市内三ノ宮にお住まいの方で、ご夫婦２名で

持分２分の１づつを相続しています。対象農地の地番は同じです。串橋字境ノ町の農地１

筆、同字廣田３筆、三ノ宮字上叔母様２筆、同字中谷戸４筆、同字上谷２筆、同字下尾崎

１筆、合計１３筆 面積８，２６７平方メートルを特例農地としております。１１月４日

に事務局と地区農業委員合同で現地調査を行いましたが、串橋と三ノ宮字上叔母様の６筆

について、妻の介護で手が回らず休耕にしていたとのことで、１２月に再調査を行いまし

た。串橋の水田には、サツマイモの作付けの準備が、三ノ宮字上叔母様には、みかんと竹

の子の準備がされていました。その他の畑には普通野菜が作付けされ、適正に耕耘管理が

されていることを確認しております。

次に、議案第１号の６、整理簿番号Ｈ１２Ａ０１７。特例農地明細は議案書の２５ペー

ジから２７ページです。対象者は市内下平間にお住まいの方で、下平間字向入の農地２筆、

同字丸山の農地３筆、同字谷原の農地２筆、同字東下の農地４筆、同字中の農地１筆、同

字水草の農地１筆、合計１３筆、面積６,４６６.７５平方メートルを特例農地としており

ます。１２月１０日に事務局と地区農業委員合同で現地調査を行い、畑では野菜の作付け、

田では稲刈り跡が確認され、適正に管理がされていました。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。議案第１号の１と２につきまして、地区担当委員から補

足説明がございましたらお願いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ 事務局の説明のとおり、現地は農地として利用されており、問題はないと思います。

［議 長］ 次に、議案第１号の２から５につきまして、地区担当委員から補足説明がございました

らお願いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ 内容については、事務局の説明のとおりです。１２月４日に現地を確認したところ、農

地としての管理がなされており、問題はないと思われます。

［議 長］ 次に、議案第１号の６につきまして、地区担当委員から補足説明がございましたらお願

いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ 事務局の説明のとおりです。１２月１０日に現地を確認したところ、綺麗に管理されて

おり、何ら問題はないと思われます。

［議 長］ 事務局並びに地区担当委員からの補足説明が終わりましたので、審議に入ります。

議案第１号の１について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第１号の１について、

「原案のとおり認める」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第１号の１については、「原案のとおり認める」ことといたし

ます。
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［議 長］ 議案第１号の２について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第１号の２について、

「原案のとおり認める」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第１号の２については、「原案のとおり認める」ことといたし

ます。

［議 長］ 議案第１号の３について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

［Ａ 委 員］ 図面番号０１３に茅の栽培とあるが、茅は作物としては聞かないので説明してもらえま

すか。

［議 長］ 何か特殊性があるようですので、地区担当委員から説明をお願いします。

［地 区 担 当 委 員］ この茅の栽培をしているところは、三ノ宮比々多神社の本宮の隣ですが、茅は神社の祭

事などに使われておりますが、ここで栽培された茅を神社が調達しています。

［Ａ 委 員］ 神社に納めるために栽培しているということでしたら理解できます。了解しました。

［議 長］ 他に、ございませんか。無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案

第１号の３については、「原案のとおり認める」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第１号の３については、「原案のとおり認める」ことといたし

ます。

［議 長］ 議案第１号の４について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第１号の４について、

「原案のとおり認める」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第１号の４については、「原案のとおり認める」ことといたし

ます。

［議 長］ 議案第１号の５について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第１号の５について、

「原案のとおり認める」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。



- 8 -

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第１号の５については、「原案のとおり認める」ことといたし

ます。

［議 長］ 議案第１号の６について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第１号の６について、

「原案のとおり認める」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第１号の６については、「原案のとおり認める」ことといたし

ます。次に移ります。

［議 長］ 議案第２号、生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 出願者は伊勢原地区の方で、生産緑地の場所は、図面番号１番をご覧ください。

生産緑地の所有者は、生産緑地法第１０条で、告示の日から３０年を経過したとき、又

は、主たる事業者が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至

ったときは、市長に対し、書面で当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることが

できるとされており、その場合、この証明の添付が必要となります。

農業の主たる従事者は、出願者の父にあたります。申し出の理由は、主たる従事者が令

和２年３月６日に混合性認知症の介護認定で受けた「故障」によります。対象の生産緑地

は、田中字ヒシリ原の畑５筆、面積は１，６４７平方メートルです。１２月３日に地区担

当農業委員と事務局で現地調査を行いました。対象農地には、柿と一部みかんが良好に作

付けされ、耕耘管理されていることを確認いたしました。なお、主たる従事者の故障の

状況ですが、車椅子で排泄物の感覚もなくなり、デイサービスと妻の介護で農作業が全く

できる状況ではありませんでした。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。議案第２号の１につきまして、地区担当委員から補足

説明がございましたらお願いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ 事務局からの説明のとおりで、かなり前から息子さんが果樹を中心に作付けしており、

特に問題はないと思います。

［議 長］ 事務局並びに地区担当委員の補足説明が終わりましたので、審議に入ります。

議案第２号の１について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第２号の１について、

「原案のとおり認める」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】
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［議 長］ 挙手全員。よって、議案第２号の１については、「原案のとおり認める」ことといたし

ます。次に移ります。

［議 長］ 議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 農地の権利設定又は所有権移転をしようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。

今回、比々多地区で２件、成瀬地区で１件、大田地区で２件の申請がありました。

議案第３号の１番と２番ですが、これは議案第４号の３農地法５条の調整区域内の転用

に関連しています。図面番号は２番・３番・８番となります。農業を廃業して農地の処分

を検討していた方がいて、不整形の農地の転用を計画しましたが、形を例えれば、ヒトデ

の形であったため、農地として残す部分は、農業経営を継続していただく方に有償で譲る

ことになりました。

議案第３号の１、図面番号は２番です。併せて公図をご覧ください。申請地は、坪ノ内

字観音谷戸の農地１筆、面積は３０平方メートルの田です。譲渡人は市内坪ノ内の方で、

譲受人も市内坪ノ内の方です。譲受人世帯の経営農地面積は １４，０４０平方メートル

なので、下限面積の特段の面積の３０アールを超えていますので農地取得に支障はありま

せん。

１２月１１日に事務局と地区農業委員さんの合同で現地調査を行い、所有している水田に

は水稲が作付けされ、畑にはみかん・栗・普通野菜が作付けされ、農機具の保有も確認し

ています。申請書類の審査では、許可できない場合を列挙した農地法第３条第２項各号該

当事項はありませんでした。

議案第３号の２、図面番号は３番です。併せて公図をご覧ください。申請地は、坪ノ内

字観音谷戸の農地３筆、合計面積は６７６平方メートルの田です。譲渡人は横浜市の方で、

譲受人は議案第３号の１の方と同じで市内坪ノ内の方です。現地調査の状況は同じですの

で説明は省略します。申請書類の審査では、許可できない場合を列挙した農地法第３条第

２項各号該当事項はございませんでした。

議案第３号の３、図面番号は４番です。併せて公図、添付資料をご覧ください。申請地

は、東富岡字立野の農地１筆、面積は４４９平方メートルの畑です。譲渡人は市内東富岡

にお住いの方で、譲受人は厚木市内の農業法人です。今回、経営規模拡大のために申請し

ます。譲受人の経営農地面積は３,８１６平方メートルで、下限面積の特段の面積である

３０アールを超えていますので、農地取得に支障はありません。１２月１４日に事務局と

地区農業委員合同で現地調査を行い、所有している農地には、主にみかんが栽培され、適

正に管理されていました。申請書類の審査では、許可できない場合を列挙した農地法第３

条第２項各号該当事項はありませんでした。

［事 務 局］ 議案第３号の４、図面番号は５番です。併せて公図、添付資料をご覧ください。申請地

は、沼目７丁目の農地５筆、面積は２,７７５平方メートルです。譲渡人は市内沼目７丁

目にお住いの方で、譲受人は市内池端にお住いの方です。今回、経営規模拡大のため申請

がありました。譲受人世帯の経営農地面積は１９,１６６平方メートルで、下限面積の特段
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の面積３０アールに達しておりますので、農地取得に支障はありません。１２月１５日に

事務局と地区担当委員合同で現地調査を行い、経営農地は、既に稲刈りが終了した田、畑

ではキャベツ、白菜、ブロッコリー等の露地野菜が作付けされ、適正に管理されておりま

した。申請書類の審査では、許可できない場合を列挙した農地法第３条第２項各号該当事

項はありませんでした。

ここで、３条申請に至った経過を追加説明します。本案の農地は、今年７月２日に土地

所有者から農地銀行へ出し手として登録があり、１０月に書面開催の全員協議会において

情報提供し、農地利用最適化活動を依頼いたしました。１１月１３日に市役所窓口に農地

購入希望者が現れ、農地銀行閲覧用出し手登録簿の中から本案件の交渉の申出を頂きまし

た。１２月１０日には、別の方からも購入の打診を頂きましたが、その日に３条申請が提

出され、今月の議案として提出させていただいたものでございます。この案件のように、

農地を集団化すれば、効率的な農地利用の可能性が生まれ、次の担い手へ渡すことができ

ます。こうした一連の流れは、遊休農地解消の重要な職務でございますので、担当委員の

皆様の活動を期待しております。

議案第３号の５、図面番号は６番です。併せて公図、添付資料をご覧ください。申請地

は小稲葉字巽の農地２筆、面積は９０９平方メートルです。譲渡人は市内小稲葉にお住い

の方で、譲受人は平塚市内にお住いの方です。今回経営規模拡大のため申請がありました。

譲受人世帯の経営農地面積は１８,２５３平方メートルで、下限面積の特段の面積３０ア

ールに達しており農地取得に支障はありません。１２月１０日に事務局と地区担当委員合

同で現地調査を行い、経営農地は既に稲刈りが終了した田や畑では里芋、白菜、ネギ等の

露地野菜が作付けされ、適正に管理されておりました。申請書類の審査では、許可できな

い場合を列挙した農地法第３条第２項各号該当事項はありませんでした。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。議案第３号の１と２につきまして、地区担当委員から補

足説明がございましたらお願いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ 内容については、事務局の説明のとおりです。昨日、地区の委員５名で現地を確認しま

したが、特に問題はございませんでした。この地区の篤農家で大きく農業を行っており、

後継者もいますので、今後も農業に関して期待できるという見方もできます。

［議 長］ 次に、議案第３号の３につきまして、地区担当委員から補足説明がございましたらお願

いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ 事務局が説明したとおりで、特に問題はございません。

［議 長］ 次に、議案第３号の４と５につきまして、地区担当委員から補足説明がございましたら

お願いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ １２月９日に事務局と確認し、１２月２２日には、地区の委員４名で現地を確認してま

いりましたが、特に問題はないと思います。

［議 長］ 事務局並びに地区担当委員からの補足説明が終わりましたので、審議に入ります。

議案第３号の１について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】
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［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。

［議 長］ 議案第３号の１について、「原案のとおり許可とする」ことに、賛成の委員の挙手を求

めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第３号の１については、「原案のとおり許可とする」こととい

たします。

［議 長］ 議案第３号の２について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第３号の２について、

「原案のとおり許可とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第３号の２については、「原案のとおり許可とする」こととい

たします。

［議 長］ 議案第３号の３について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第３号の３について、

「原案のとおり許可とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第３号の３については、「原案のとおり許可とする」こととい

たします。

［議 長］ 議案第３号の４について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第３号の４について、

「原案のとおり許可とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第３号の４については、原案のとおり許可とする」ことといた

します。

［議 長］ 議案第３号の５について、何かご質問・ご意見がございましたら、お願いいたします。

【 質疑なし 】
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［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第３号の５について、

「原案のとおり許可とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第３号の５については、「原案のとおり許可とする」こととい

たします。次に移ります。

［議 長］ 議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題と

いたします。事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 農地に権利設定又は移転をして農地以外の物にする場合について農業委員会の意見を求

めます。今回、伊勢原地区で２件、比々多地区で１件、大田地区で１件、成瀬地区で１件

の申請がありました。

議案第４号の１と２は使用目的が同じで関連がありますので一括して説明します。図面

番号は７番です。併せて公図、土地利用計画図をご覧ください。使用者は市内伊勢原４丁

目の事業者で資材置場として使用しますが、整備費用は地権者が行いますので、貸資材置

場となります。申請地の土地所有者が２名となっていますので、それぞれが使用貸借で農

地法第５条の申請手続きとなります。この会社は、平成２３年１月と平成２８年１２月に

東大竹字下谷戸、面積２，５０１．２９平方メートル、平成２９年２月に小稲葉字堀之内、

面積６９４平方メートル、平成３０年９月に岡崎字前田、面積４９１平方メートル、令和

元年７月に東大竹字上谷戸、面積２，０７４平方メートルを所有権移転で資材置場の許可

を受けています。岡崎の資材置場の前面道路が狭く、使い勝手が悪いため、車両置場とし

ている関係で、単管パイプの置場が不足している状況です。東大竹の拠点である資材置場

の拡張を計画しましたが、諸事情で使用できなくなったことにより、道路も広く、拠点置

場に近いことから転用申請します。

申請地の立地基準は、宅地や雑種地により分断され、農地の広がりは１０ヘクタール未

満であることから「その他２種農地」と判断されます。一般基準及び個別基準についてで

すが、敷地は砕石敷とし、雨水は敷地内浸透します。計画としては、周辺農地への影響も

少なく、資金計画も適切であると判断されます。なお、伊勢原市地域まちづくり推進条例

は手続き中ですが、今後転用計画に変更が生じることがないため、手続き終了後は県知事

に副申します。

議案第４号の３、図面番号は８番です。併せて公図、土地利用計画図をご覧ください。

申請人は秦野市の建設会社です、譲渡人は横浜市の方と市内坪ノ内にお住まいの方２名で

す。権利関係は、所有権移転です。申請地は、坪ノ内字観音谷戸７筆、同字宮窪の２筆、

合計面積は３，８４４平方メートルで、敷地は市道をはさんで２カ所となります。申請人

は、秦野市戸川に事務所兼駐車場兼資材置場として平成３０年に９０８平方メートルを所

有し、従業員２０名が１２月現在、６カ所の民間建築現場で作業しています。広い置場が

ないため、重機・単管パイプ類はリースにて対応し、建築資材の余分が出ても仕方なく廃

棄していました。今回、事務所から東へ約１０キロメートルの場所に広い資材置場の話し

があり、今後は、機材のリースを自己所有として資材の無駄をなくし、作業の安全性を確

保する事ができる最適な場所が見つかったことから転用申請をするものです。申請地の立

地基準は、宅地や河川により分断され、農地の広がりは１０ヘクタール未満であることか
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［事 務 局］ ら「その他２種農地」と判断されます。一般基準及び個別基準についてですが、字宮窪の

狭い敷地、面積８８０平方メートルは、ほぼ道路と同じ高さなので、整地と雨水の浸透施

設を設置して使用します。字観音谷戸の広い敷地、面積２，９６４平方メートルは、道路

より最大で約３メートル低いので３，０００立方メートルの盛り土を行います。搬入計画

は、１０トン車の通行許可を取り、最短で２ヵ月、１日に１７台の搬入で埋めることがで

きますが、土留め工を行いながらの搬入となるので工期は令和３年８月末としています。

搬出場所は、現在調査中で、３，０００立方メートルの土を１箇所でまかなう現場がない

ので、数社の残土業者に交渉中とのことです。この土地は地下水が高く、軟弱地盤のため、

造成計画平面図の下段に示した「じゃかご」にて土留めを行います。これは平成２１年４

月改訂の国土交通省河川局治水課「護岸の技術基準」に適合しています。雨水は浸透施設

を設けます。計画としては、周辺農地への影響も少なく、資金計画も適切であると判断さ

れます。なお、伊勢原市まちづくり推進条例は協議中ですが、隣接地権者説明は、１２月

１２日の土曜日に終了しています。今後、転用計画に変更が生じることがないため、手続

き終了後、県知事に副申します。

議案第４号の４、図面番号は９番です。併せて公図、土地利用計画図平面図をご覧くだ

さい。申請地は、見附島字木ノ元の１筆、面積８１９平方メートルのうち３５１．９４平

方メートルを新東名高速道路伊勢原東地区調整池整備工事に伴う工事事務所と工事関係車

両の駐車場等として使用するため一時転用申請です。本件は、本年４月の第２６回総会で

今月の１２月３１日まで承認を得ましたが、工事の遅れによる工期延伸のため一時転用期

間を延長するものです。延長期間は令和３年７月３１日です。申請人は横浜市中区に本店

を置く建設業を営む法人で、譲渡人は石田にお住まいの方です。転用理由は、調整池を高

速道路高架橋の下に施工するため、施工個所以外でも工事用道路やクレーン車設置場所に

なり、工事事務所や資機材、工事関係車両を駐車するスペースがなく、工事区域外に用地

を確保する必要なため一時転用をしたものです。今回の一時転用の延長についても所有者

から承諾を得ています。

申請地の北側は工事区域に隣接し、南側は工業団地で周囲にはすでに駐車場などに転用

され、立地基準も、市街化区域と連続した農地として「第３種農地」と判断されます。一

般基準及び個別基準についてですが、被害防除措置に変更はなく、敷地内は土木シートを

敷き、その上に鉄板を敷きます。雨水は敷地周囲に素掘りの側溝を設置し排水します。

また、進入口箇所の素掘り側溝の上は鉄板を敷き養生します。工事事務所はユニット式

で基礎はありません。駐車スペースは４台分を確保します。仮設トイレは汲み取り式のた

め放流等は行いません。なお、工事が完了次第敷き鉄板、工事事務所等を撤去し、農地を

耕作ができる状態に復元し賃貸人に返却します。計画としては周辺農地への影響もなく、

資金計画も適切であると判断されます。なお、都市計画法及び伊勢原市まちづくり推進条

例には該当せず、転用計画に変更が生じることがないため、手続き終了後、県知事に副申

します。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。議案第４号の１と２につきまして、地区担当委員から補

足説明がございましたらお願いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ １２月２１日に地区の委員４名で現地を確認しました。事務局の説明のとおりで、特に

問題はないと思います。
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［議 長］ 次に、議案第４号の３につきまして、地区担当委員から補足説明がございましたらお願

いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ １２月１１日に事務局と、昨日には、地区の委員４名で現地を確認してまいりましたが、

近隣の農地への影響もなく、更には、懸念されております隣接地権者への説明につきまし

ても、１２月２１日に行われたということですので、このまま進めても宜しいのではない

かと思います。

［議 長］ 次に、議案第４号の４につきまして、地区担当委員から補足説明がございましたらお願

いいたします。

［地 区 担 当 委 員］ 事務局の説明のとおり、工事が遅れていることによる延長の一時転用で、特に問題はご

ざいません。

［議 長］ 事務局並びに地区担当委員からの補足説明が終わりましたので、審議に入ります。

議案第４号の１について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

［Ａ 委 員］ 議案４号の１と２に関係することですが、以前、同じような土地の交換で承認した際、

クレーン車を置くという計画であったにも関わらず、クレーン車を一度も置くことなく転

売された例がありました。所有者が転用するならいいが、使用貸借契約の後に、所有者が

売却するとなると、ここで許可する意味がないと思いますが、その辺りはどこまで確認で

きているのですか。ただ事業者が使うだけなのか、どのように調査しているのですか、契

約書はもらっているのですか。

［事 務 局］ 転用許可は制限を解除することなので、この事業が転用計画どおりでなければ、それは

違反転用になりますので、県と協議して対応することになります。県の許可後でなければ、

最終的な契約締結とはなりませんので、申請時点では契約書の案を提出していただいてお

ります。

［Ａ 委 員］ 申請を受けるのは構いませんが、事業者が借りる方と向こう何年間か賃貸するというよ

うな契約書を確認する必要があるのではないですか。売ることを前提にやっているのなら、

最初から事業者が申請すれば良いが、農家資格がないからこういう形になっているのだと

思うので、事業者が地権者から何年借りるかという契約書を確認してから許可することと

してほしい。

［事 務 局］ ご意見のとおり、事業者へ契約書の写しを提出するよう伝えます。

［議 長］ 他に何かございますか。今の契約書の提出を求めて、できれば次回の総会で報告してく

ださい。

［Ａ 委 員］ これで採決するのなら、契約書をもらってから許可してください。そうすれば歯止めが

効くと思います。

［Ｂ 委 員］ 今の話は、農業委員会で転用が承認されたあと、目的外使用や所有権移転がされるとな

ると、許可した時点で条件が違うということになりますが、農地法では他法令に比べて厳

しい罰則規定があるにも関わらず、許可したものだからやむを得ないというのが現実問題

としてはあります。法的な問題であり、農業委員会だけで解決できる問題ではないが、一

つの担保性を持つための発言だと思いますので宜しいかと思います。



- 15 -

［議 長］ 今の意見のようなケースは、伊勢原市だけの問題ではなく、許可目的どおり使用されず

に転売されたケースが県内でも多々発生しています。書類が整っていれば許可せざるを得

ないですし、許可してしまうと農地法を離れるので指導ができないことになりますから、

農地法の改正で担保がとれるようにでもしないと、この問題を解消できないと思います。

［Ａ 委 員］ 採決することは構いませんが、許可する前に、事業者に地権者との契約書の提出を求め

て事務局で確認すれば、今の議長が発言したことは済むことだと思います。

［Ｃ 委 員］ 県に送るときに、契約書と理由を記載した文書を添付して、県に判断を求めれば良いの

ではないですか。

［議 長］ 許可権者である県に対して、許可するための意見を付けることになっていますので、こ

の場合は、契約書の添付が必要であるという意見を付けて採決することで如何でしょうか。

［Ｂ 委 員］ 法令上の問題はありますが、こういう事例が市内であるわけですから、農業委員会とし

て、このような防御策をとったということが県に示されれば良いと思います。

［事 務 局］ ご意見をいただいたとおり、契約書の提出をもって許可することに致します。

［議 長］ それでは、採決をいたします。議案第４号の１について、「一部意見を付して許可相当

とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第４号の１については、「一部意見を付して許可相当とする」

ことといたします。

［議 長］ 議案第４号の２について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第４号の２について、

「原案のとおり許可相当とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第４号の２については、「原案のとおり許可相当とする」こと

といたします。

［議 長］ 議案第４号の３について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第４号の３について、

「原案のとおり許可相当とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第４号の３については、「原案のとおり許可相当とする」こと

といたします。
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［議 長］ 議案第４号の４について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑なし 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。議案第４号の４について、

「原案のとおり許可相当とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第４号の４については、「原案のとおり許可相当とする」こと

といたします。

［議 長］ 議案第５号、非農地証明交付申請の承認についてを議題といたします。

事務局、説明をお願いします。

［事 務 局］ 比々多地区で１件の証明願いがありました。議案第５号の１、図面番号は１０番です。

併せて公図、資料をご覧ください。

申請地は、善波字前西玉の１筆、面積は１，３５６平方メートルです。申請地の経緯に

つきましては、平成４年、国道の南にあった自宅を建て替えた時に北側の自己の畑に木造

２階建ての居宅を建築しました。南の本屋敷は畑に戻しています。現在の建物は１０年前

に火災にあったため、再度、自宅を建て替えて鉄骨造の２階建てとなっています。平成４

年当時の自宅に有った資料は消失して不明でしたが、担当委員が遊休農地の調査資料で疑

問に感じて土地所有者に確認をして頂いた事で、建築確認申請は有りますが、農地法の転

用許可の経過がないことが分かり、「伊勢原市非農地証明の事務処理に関する運用ガイド

ライン」により担当委員と検討した結果、今回の手続きとなりました。資料としては、平

成５年の航空写真、平成２年９月の建築基準法に規定する建物記載の記録、平成４年と平

成５年の固定資産税名寄帳にて確認をお願いします。申請地の立地基準は、宅地や河川に

より分断され、農地の広がりは１０ヘクタール未満であることから「その他２種農地」と

判断されます。なお、申請地は、県の「農地法の適用を受けない土地に係わる運用指針」

別表１による「建築物又は工作物の敷地」に該当します。

［議 長］ 事務局の説明が終わりました。地区担当委員からの補足説明がございましたらお願いい

たします。

［地 区 担 当 委 員］ 昨日、地区の委員５名で現地を確認してまいりましたが、事務局の説明のとおりで、非

農地証明を出すことは、やむ得ないのではないかという意見でまとまりました。

［議 長］ 事務局並びに地区担当委員からの補足説明が終わりましたので、審議に入ります。

［議 長］ 議案第５号の１について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

［Ｂ 委 員］ 単なる農地法の手続きを失念していたという話であれば、非農地証明の運用基準からす

れば、この資料から非農地証明の必然性が読み取れません。もう少し、非農地証明の理由

の中に、非農地で取り扱うべき理由、やむを得ないと認める説明を記載する必要があると

思います。また、報告第２号の中で農地法第４条の追認という説明がありましたけど、非

農地証明よりは、この第４条の追認で事務処理をされた方が整理できるのではないかと考

えますが如何ですか。
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［事 務 局］ 県の事務要領では、却下や追認といった手続きはございませんので、県の運用指針の非

農地証明に該当するか否かで判断しています。

［Ｂ 委 員］ このような手続きには非農地証明しかないなら理解しますが、記載されている内容では、

必然性が感じられませんので、もう少し、資料の理由の中に、非農地で取り扱うべき理由

を明記してほしいということです。

［事 務 局］ 先ほど担当者が説明したことを要約して、この非農地証明で処理せざるを得ない理由を

明確に記す必要があるというご指摘と理解しました。承知しました。

［議 長］ ご意見としては、一つは、この内容では非農地証明は馴染まないのではないかというこ

と、もう一つは、県が非農地証明を救済措置として認めたものであるので、やるのであれ

ば、もう少し、非農地証明の理由を実態に合う形で整理すべきだということだと思います。

ここで、賛否を問うことに反対ということでなく、今後、十分に検討してほしいという

ことで理解して宜しいですか。

［Ｂ 委 員］ 非農地証明は、農地法の中では許可できない場合に救済できるものと理解しています。

先ほどの４条・５条で対応できないやむを得ない理由があるのであれば、妥当性が説明せ

きないと具合が悪いので説明に一工夫していただきたいと思います。

［議 長］ 他に、ございませんか。無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。

議案第５号の１については、「原案のとおり承認とする」ことに、賛成の委員の挙手を

求めます。

【 挙手全員 】

［議 長］ 挙手全員。よって、議案第５号の１については、「原案のとおり承認とする」こととい

たします。次に移ります。

［議 長］ 議案第６号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認についてを議

題といたします。事務局、説明をお願いします。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、同意市町村である伊勢原市が農

用地利用集積計画を定める場合、「農業委員会の決定」が必要です。

お手元資料にあります３件、４筆、５，７５６平方メートルの利用権の設定に関する意

向の申出について御審議をお願いします。

まず、議案第６号の１の伊勢原地区、東大竹字入部の２筆、１，８８０平方メートルに

係る賃貸借、及び議案第６号の３の比々多地区、三ノ宮字下伯母様の１筆、２，８１９平

方メートルに係る使用貸借について御説明いたします。これらは、農地中間管理事業によ

り、農地中間管理機構である公益社団法人神奈川県農業公社に権利が設定されるもので、

本決定を行うに支障ないものと考えます。

次に、議案第６号の２の高部屋地区、日向字原田の１筆、１，０５７平方メートルに係

る使用貸借について御説明いたします。受け手は、３０アール以上の耕作を行っており、

市が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想にも合致すると考えます。ま

た、隣接地を所有、耕作していることから、規模拡大にも資するものと考えられます。

以上、御審議をお願いします。

［議 長］ 事務局の説明が終わりましたので、審議に入ります。
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［議 長］ 議案第６号について、何かご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。

【 質疑 】

［議 長］ 他に、ございませんか。

【 質疑なし・質疑終了 】

［議 長］ 無いようですので、質疑を打ち切り、採決をいたします。

議案第６号について、「原案のとおり承認とする」ことに、賛成の委員の挙手を求めま

す。

【 挙手全員／挙手多数 】

［議 長］ 挙手全員／（挙手多数）。

よって、議案第６号については、「原案のとおり承認とする」ことといたします。

［議 長］ 以上を持ちまして、第３４回伊勢原市農業委員会総会を閉会といたします。

［事 務 局］ 次回の総会は、１月２７日、水曜日、会場につきましては、市役所２階の２Ｃ会議

室でございます。よろしくお願いいたします。

【１０時５８分 終了 】

令和２年１２月２４日

議 長

署名委員

署名委員


